




 

は じ め に 

 

豊かな自然環境と調和した都市としての姿を 

今後も保ち、安全、安心に暮らし続けることができる 

環境を通じて幸せを実感できるまちをつくるため 

「幸せ実感 100 年続くまち」を目指します。 

 

 

笛吹市は、四季折々の豊かで美しい自然と肥沃な土壌を有する地域であり、「桃・ぶどう日

本一の郷」の果樹地帯です。また、豊富な温泉と数多くの貴重な歴史的資源が存在しており、

これらの恵まれた地域資源を活かしたまちづくりを市民とともに進めてきました。 

本市を取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化の急速な進行、大規模災害発生への不安の

高まり、厳しさを増す財政状況など対応すべき課題も大きく変化してきております。 

こうしたなか、「ハートフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」を将来の都市像として市

政運営方針を定めた第二次笛吹市総合計画に基づき、上位計画・関連計画、社会的背景を踏

まえ、社会経済情勢を見据えた実効性のあるまちづくりを進め、新たな将来像の具現化とま

ちづくり施策を総合的・一体的に推進することを目的に、これからのまちづくりの基本方針

となる「笛吹市都市計画マスタープラン」を見直し、改定をいたしました。 

本市の将来像の実現を目指すに当たっては、「人のみがきあげ」「産業のみがきあげ」「基盤

のみがきあげ」をまちづくりの基本的な考え方とする中で、市民や事業者など、本市に関わ

る方々と行政が、こころを一つに合わせ、共通認識を深めた上で、協働を図っていくことが

重要です。 

将来像を実現し、100 年先も豊かで元気な笛吹市を市民の皆様とともに築き上げ、本市に

住む誰もが、心豊かに優しい気持ちで、安心して暮らすことができるまちづくりを進めてま

いります。 

本計画の改定にあたりまして、熱心に御審議いただいた笛吹市都市計画審議会委員及び専

門委員の皆様をはじめ、改定にご尽力いただいた多くの方々に心から感謝を申し上げます。

本市のまちづくりへのより一層のご支援とご協力をお願いいたします。 

 

   令和３年３月 

 

笛吹市長 
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